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◆有機加工食品の日本農林規格の一部改正案について、令和５年１２月26日から令
和６年１月24日までの期間、パブリックコメント手続を実施しました。７者から８件の御意

見が寄せられ、パブリックコメントに付した案に技術的な修正を行った上で改正すること
としました。 2024 年 7 月 1 日 改正
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【最近の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報
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農林水産省HPの情報から作成

Ｐａｇｅ１

※続きはＰａｇｅ１-2（会員）で記載しています。

有機加工食品の日本農林規格の一部改正案に対して寄せられた意見の概要及び意見に対する考え方について
 お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する当省の考え方は、下表のとおりです。 
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体系的に理解し実務に役立てる

※続きはＰａｇｅ２-２（会員）で記載しています。

【食品表示案内】 保健機能食品の表示について

≪第１編 加工食品≫

第１５講 保健機能食品の表示 【追補】

■ 機能性表示食品との併用

消費者の誤認防止の観点から、食品表示基準次長通知において、栄養機能食品と機能 性表示食品の
両方の表示をすることは認められていません。また、特定保健用食品（いわゆるトクホ）として表示許
可（承認）申請中の食品を、機能性表示食品として届け出ることはできますが、トクホの表示許可（承
認）を受けた際には、速やかにトクホへ切替えるか、トクホと機能性表示食品を併売する場

合は、商品名や容器包装のデザインをトクホのものと明確に分け消費者が誤認しないようにする必要が
あります。

■ 特定保健用食品、いわゆるトクホは、健康増進法第43条第1項に基づき許可され、又は第63条第１
項に基づき承認される特別用途食品の一つです。令和6年7月8日現在で、1038件の許可、1件の承認があ
り、計1039件です。その内訳は再許可特保477件、特保437件、規格基準型特保（食物繊維、オリゴ糖）
111件、疾病リスク低減表示特保（カルシウム、DHA・EPA）13件、条件付き特保1件となっています。

■ トクホに係る許可等の要件には、「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領（最終改正 令和6
年4月1日）」において、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであ
って、次の8つの要件を満たすものと定められています。

(1)食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的

に明らかにされていること。

(2)食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。

(3)食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。

(4)関与成分について、合理的理由がある場合を除き、「物理学的、化学的及び生物学的性状並び

にその試験方法」と「定性及び定量試験方法」の事項が明らかにされていること。



コラム【ちょっと深く、考える】
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※ 解説はＰａｇｅ３-２（会員）で記載しています。消費者庁＆厚生労働省HPから作成

シアン化合物を含有する豆類の表示について

■ 十二 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第２４の当該食品の項の中欄に掲げ
る表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの

イ シアン化合物を含有する豆類 ⇒ アレルゲン（特定原材料に由来する添加物を含むもの
に限る。）及び使用の方法

ここで、シアン化合物を含有する豆類は「使用の方法」がなぜ安全性に重要な影響を
及ぼす事項として特に大切な表示とされているのでしょうか？

＜抜粋＞
（食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項）

第１条食品表示法第６条第８項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別
その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれ
を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 アレルゲン 五 Ｌ―フェニルアラニン化合物を含む旨 ・・・・・

■食品表示法第６条第８項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全
に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際
の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
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（編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。

２０２４年（令和６年）も実務に役立つ基本となる情報を発信してまいります。引き続きご覧くだされば
幸甚です。

A Guide to Food Labelling, Kou

月刊 こう食品法令 【２０２４年 ７月号】

なにごとにつけつけ先に考え
るべきは安全ということである。
すなわち、語るよりも沈黙する
ことのほうが安全である。およ
そ理性を欠いた非難がましい
ことを言うのをやめることだ。
（エピクテトス（要録） ストバイ
オス「精華集」）（國方訳）
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